
アーバンスポーツの聖地化に向けた機運醸成業務委託に係る 

プロポーザル募集要項 

 

１ 趣 旨 

  アーバンスポーツは、若者文化とも結びつきながら、東京２０２０オリンピックやパ

リ２０２４オリンピックでの日本人選手の活躍が後押しとなり、近年、注目度が高まっ

ている。 

熊本県スポーツツーリズム推進戦略においても、将来性の高いスポーツ大会やイベン

ト招致のターゲットとして、アーバンスポーツを掲げており、全国に先駆け、アーバン

スポーツ人口の拡大と誘客活動等による地域経済の活性化を図ることとしている。 

本業務委託では、アーバンスポーツの若者文化との親和性に着目し、地元の学生がイ 

ベントの企画や運営に参加し、地元企業や団体と協働してイベントを創造する。若者が 

「観る」「触れる」「関わる」といった多様なスタイルで参加できるイベントとすること 

でアーバンスポーツの普及・振興を図り、本県の新たな観光・誘客資源として確立する 

ことを目的とする。 

  

２ 委託業務 

「アーバンスポーツの聖地化に向けた機運醸成業務委託仕様書」のとおり。 

 

３ プロポーザルの概要 

（１）名称 アーバンスポーツの聖地化に向けた機運醸成業務委託に係るプロポーザル 

（２）課題 委託業務に関する具体的手法と実施内容に関する企画・提案 

（３）主催 くまもっと旅スポコミッション 

（４）スケジュール 

令和８年６月１５日（月） 熊本県ＨＰ・コミッションＨＰへ公告 

６月２２日（月） 質問書 提出期限（正午必着） 

６月２６日（金） 参加表明書 提出期限（正午必着） 

７月 ６日（月） 企画提案書 提出期限（正午必着） 

７月 ９日（木） プレゼンテーション（予定） 
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４ 参加資格 

  次に掲げる条件の全てを満たす法人とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該 

当しない者であること。 

（２）次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定による再生手

続開始の申立をした者又は同条第２項の規定による再生手続開始の申立をされた

者。 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の規定による更生手

続開始の申立をした者又は同条第２項の規定による更正手続開始の申立をされた

者。 

ウ 国又は地方公共団体による指名停止処分を受けている者。 

（３）都道府県税、消費税及び地方消費税並びに熊本県と直接取引する本店又は支店、

営業所等の所在地の市町村税の滞納がないこと。 

（４）宗教活動や政治活動を活動目的としていないこと。 

（５）手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があるなど、 

経営状態が著しく不健全でないこと。  

（６)賃金不払に関する厚生労働省からの通報が知事に対してあり、当該状態が継続して 

いる場合であって、明らかに受託者として不適当と認められる者でないこと。  

（７）当該法人の役員が、次の各号のいずれにも該当する者でなく、かつ、次のイ及び      

ウに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７

号。以下（「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ  暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 当該法人若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目

的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者  

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的

又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者  

カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

（８）複数の法人でグループを構成して参加する場合は、次の事項に注意すること。 

ア 代表団体を選出し応募に関するやり取りについては代表団体が行うこと。 

イ 参加表明書の記名押印等については、参加者全員が行うこと。  

ウ 提案については、一参加者につき一提案に限る。また、グループの構成員は他

のグループの構成員となり又は単独で提案を行うことはできない。  

なお、代表団体及びその構成員は上記の（１）～（７）のすべてを満たすこと。 
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５ 質問書 

募集要項や仕様書等について疑義がある場合は、必要事項を記入し、下記のとおり提

出すること。 

（１）提出方法 

質問は質問書（様式第１号）により、電子メールで送信すること。また、必ず受信

を電話で確認すること｡ 

（２）提出期限 

 令和８年６月２２日（月）正午まで 

（３）提出先 

  末尾担当者宛に提出すること。 

（４）質問への回答 

（１）の質問書に対する回答書は、電子メールで回答する。なお、回答は、参加者全員

に知らせる場合がある。 

 

６ 参加表明書 

  参加希望者は、提出書類に必要事項を記入し、下記のとおり提出すること。 

（１）提出書類 

ア 参加表明書（様式第２号）  

イ 添付書類 

（ア）誓約書（様式第３号）    

（イ）企画提案参加者の同種業務の実績（様式第４号） 

（ウ）会社概要及び業務実施体制調書（様式第５号）  

（エ）貸借対照表及び損益計算書（直近１事業年度分） 

（オ）定款の写し 

（カ）事務所の履歴事項全部証明書（発行後３ヶ月以内、写し可） 

（キ）納税証明書（消費税及び地方消費税に未納がないことの証明並びに熊本県税に

未納がないことの証明） 

※様式については、提出日時点において記載すること。 

※熊本県競争入札参加資格（業務委託）を有する参加希望者については、上記（ア）、

（エ）～(キ)の提出は不要とするが、資格審査結果通知書の写しを提出すること。 

※複数の法人でグループを構成して参加する場合は、構成員ごとに上記書類を提出

するとともに、本業務に係るグループ構成協定書の写しも提出すること。 

（２）提出期限 

令和８年６月２６日（金）正午まで 

（３）受付時間 

   平日９：００～１７：００ 

   ※最終日については正午までとする。 

（４）提出先 

末尾担当者宛に提出すること。 
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持参又は郵送により提出すること。電送（ＦＡＸ、電子メール）による提出は受け

付けない。 

なお、郵送の場合は申請受付期間内必着とする。 

（５）提出書類の配布方法 

   熊本県のホームページに掲載する。 

 

７ 企画提案書 

（１）企画提案書 

次の項目を盛り込んで作成すること。 

ア 表紙（様式第６号） 

イ 概要・企画コンセプト 

※今回提案する企画の概要をＡ４版縦１枚で分かりやすく簡潔にまとめること。 

ウ 企画の提案とその理由 

エ 企画内容に応じたスケジュール（管理運営計画含む） 

オ 本業務に携わるスタッフの役割、特長（強み等）、実績等 

カ 事業費 

企画提案については、30,000,000円以上の規模で見積もること。 

※委託上限額 10,000,000円（消費税額及び地方消費税額を含む。）に、仕様書第 

４条第１項第２号③協賛金の募集業務による協賛金獲得目標額（20,000,000円 

以上）を加えたものを企画提案時に総額として見積もること。 

キ 参考見積額（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

※見積書は自社様式で可とする。但し、業務項目ごとの内訳を記載すること。 

（２）提出部数 正本１部 副本５部 

（３）提出期間 

令和８年７月６日（月）正午まで  

（４）受付期間 

    平日９：００～１７：００ 

    ※最終日については正午までとする。 

（５）提出先及び提出方法 

末尾担当者宛に提出すること。 

持参又は郵送により提出すること。電送（ＦＡＸ、電子メール）による提出は受

け付けない。 

なお、郵送の場合は提出受付期間内必着とする。 

（６）注意事項 

 サイズは原則Ａ４版とし、クリップ止め（テープ等で止めない）をすること。 

 

８ 応募者（参加表明書・企画提案書提出者）が多寡となった場合の措置 

（１）応募者がいなかった場合は、再度公告し、参加表明に関する書類の提出期限を延長 

する。この場合、必要に応じてスケジュールの変更を行うものとする。 
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（２）応募者が１社の場合でもプレゼンテーション審査を実施する。 

（３）企画提案書等提出者が６者以上となる場合は、提出を受けた企画提案書等を基に、

担当部局で書類審査を実施し、プレゼンテーション参加者（５者上限）を決定する。 

 

９ 委託上限額 

１０，０００，０００ 円（消費税及び地方消費税額を含む。）を上限とする。 

応募者の提示額は、提案にあたっての目安（上限）となる額であり、契約額はプロポー

ザル実施後に別途締結する委託契約書によるものとし、応募者が提示した額とは必ずし

も一致しない。 

 

１０ 受託者の選定方法 

（１）プレゼンテーション審査 

    次のとおり、提案者によるプレゼンテーション（事業説明）を実施し、下記の評

価項目に基づき最も事業効果が高いと見込まれる提案者を受託者として選定する。

なお、基準点を下回った場合はその限りではない。 

 

ア 令和８年７月９日（木）を予定としており、場所、時間等の詳細は後日、通知する。

発表時間（質疑応答時間を除く）は１５分を予定している。 

イ 先に提出した企画提案書のみを使用することとし、プレゼンテーション審査時の追加資

料等は受理しない。 

ウ プレゼンテーションに参加しない場合は、受託意思がないものとみなす。 

エ 審査結果については、参加者に対して電子メールにて速やかに通知する。 

（２）注意事項 

評価項目 

１ 基本事項 

・課題整理や業務内容の理解ができているか 

・業務スケジュールは適切か 

２ 業務遂行能力 

・業務遂行に必要な組織体制か 

・本業務と類似した業務の実績はあるか 

３ 企画提案内容 

・次の各項目において、より良い業務成果が見込める提案か 

①イベントの運営、内容 

②各種媒体を活用した参加者募集・情報発信 

③イベントの検証 

４ 概算経費 

・見積額は妥当か 

・コスト削減に向けた工夫が図られているか 
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事業実施にあたっては、提案内容をベースとするが、詳細は協議のうえ変更する場

合がある。 

 

１１ その他 

（１）手続において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨によるものとする。 

（２）一度提出のあった書類については、原則として差し替えを認めない。 

（３）提出された提案書は、業務関係資料の保存のため、返却しない。 

（４）企画提案書の作成、提出及び選考に要する一切の費用は、提出者の負担とする。 

（５）提案内容の著作権は応募者に帰属するが、受託者の選定のため、提出された提案書の

写しを主催者が作成し、使用することがある。 

（６）企画提案に際しては、業務委託先として採用されないこともある点に十分注意のう 

え、関係者とトラブルがないようにすること。 

（７）次の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがある。 

  ア 関係書類の提出方法、提出先又は提出期限が守られなかったとき。 

  イ 関係書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。 

  ウ 関係書類に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき。 

  エ 申請書に虚偽の内容が記載されているとき。 

  オ その他、委託者の判断で審査を行うにあたって不適当と認められるとき。 

（８）企画審査で最高位の評価を受けた者が、参加要件を満たしていない場合は、契約締 

結ができないので注意すること。（この場合、次順位の者と契約を締結する。） 

（９）参加申請手続きを行った後、都合により企画提案に参加しないこととなった者は、 

参加辞退届（様式第７号）を提出すること。 

 

【提出先、お問合せ先】 

〒862-8570 熊本市中央区水前寺６丁目１８－１ 

くまもっと旅スポコミッション事務局（熊本県スポーツ交流企画課内） 担当：木村、小谷 

TEL：096-333-2356  FAX：096-385-7077 Ｅメール：kimura-t-da @pref.kumamoto.lg.jp 


